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山梨県富士・東部圏域日中サービス支援型グループホーム室料負担軽減事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条第１７項に規定する共同生活援

助を利用する重度心身障害者が負担する家賃の一部を予算の範囲内において助成するこ

とにより、重度心身障害者が自ら望む場所で生活できる環境を提供し、その福祉の増進

を図ることを目的として山梨県が実施する富士・東部圏域日中サービス支援型グループ

ホーム室料負担軽減事業の実施について必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当するも

のをいう。 

（１）身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号身体障害

程度等級表の１級又は２級の者 

（２）山梨県療育手帳交付規則第五条第１項第１号から第３号に規定する者 

（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５

条第２項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の

程度が１級の者 

 

（対象者） 

第３条 この要綱に基づき、共同生活援助に係る家賃の助成を受けることができる者は、

次の各号の要件をすべて満たす重度心身障害者、又は当該重度心身障害者と生計を一に

している者とする。 

（１）富士・東部障害保健福祉圏域内に住民票を有する者 

（２）住居から最寄りの日中サービス支援型グループホームが東京都内又は神奈川県内

に位置する者 

（３）東京都内又は神奈川県内の日中サービス支援型グループホームを利用しているこ

と 

（４）東京都又は神奈川県の自治体の家賃補助に係る事業の助成金等（補足給付除く。）

の交付を受けていないこと 

 

（助成額の算定単位及び上限額） 

第４条 助成額は、月ごとに、次条に規定する方法により算定するものとし、各月の上限
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額は１４，０００円とする。 

 

（助成額の算定方法） 

第５条 助成額は、第３条に定める対象者が、共同生活援助事業者に支払った月ごとの家

賃から３５，０００円を差し引いた額に１／２を乗じた額とし、１，０００円未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

２ 対象者が、日割りで家賃を支払った場合の助成額は、共同生活援助事業者に支払った

家賃の実支出額から、３５，０００円を当該月の日数で除した金額に利用日数を乗じた

額を差し引いた額に、１／２を乗じた額とし、１，０００円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。 

３ 家賃には、光熱水費、共益費、食材料費等その他の費用は含まない。 

   

（助成の申請） 

第６条 助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、４月から９月までの上

半期に支払った家賃に対する助成を受けようとするときは、同年１０月末日までに、１

０月から翌年３月までの下半期に支払った家賃に対する助成を受けようとするときは、

翌年度の４月１０日までに、山梨県富士・東部圏域日中サービス支援型グループホーム

室料負担軽減事業助成申請書（様式第１号）を知事に提出しなければならない。 

 

（助成の決定） 

第７条 知事は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適

当と認める場合は、山梨県富士・東部圏域日中サービス支援型グループホーム室料負担

軽減事業費助成決定通知書（様式第２号）により、また、適当と認めない場合は、山梨

県富士・東部圏域日中サービス支援型グループホーム室料負担軽減事業費助成不承認通

知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

 

（助成金の支払い） 

第８条 知事は、助成金を申請者の指定する金融機関の口座に振込の方法により、支払う

ものとする。 

 

（書類の整備）  

第８条 知事は、助成金に係る支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該支出等につい

ての証拠書類を整備・保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該助成金支払い終了の年度の翌年度から起算
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して５年間、整備・保管しておかなければならない。 

 

（助成金の返還） 

第９条 助成金を不正の手段によって受けた者があるときは、知事は、当該助成金をその

者から返還させることができ、以後その者に対しては助成を行わないものとする。 

 

（調査） 

第１０条 知事は必要があると認めるときは、対象者に対し、職員による質問・調査をさ

せることができる。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

付  則 

この要綱は、令和６年９月６日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

 


